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平成２５年第２回葛城市議会臨時会会議録（第２日目） 

 

１．開会及び閉会       平成２５年１１月８日 午前１０時００分 開会 

                          午後 ０時０３分 閉会 

 

２．場    所       葛城市役所 議会議場 

 

３．出席議員15名       １番 吉 武 昭 博   ２番 内 野 悦 子 

               ３番 川 村 優 子   ４番 西 川   朗 

               ５番 増 田 順 弘   ６番 岡 本  司 

               ７番 朝 岡 佐一郎   ８番 西 井   覚 

               ９番 藤井本   浩   10番 吉 村 優 子 

               11番 阿 古 和 彦   12番 赤 井 佐太郎 

               13番 下 村 正 樹   14番 西 川 弥三郎 

               15番 白 石 栄 一 

 

  欠席議員０名 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

   市 長 山 下 和 弥     副 市 長 杉 岡 富美雄 

   教 育 長 大 西 正 親     総 務 部 長 山 本 眞 義 

   総 務 部 理 事 菊 江 博 友     企 画 部 長 吉 村 孝 博 

   市民生活部長 生 野 吉 秀     都市整備部長 矢 間 孝 司 

   都市整備部理事 中   裕 晃     産業観光部長 河 合 良 則 

   保健福祉部長 山 岡 加代子     教 育 部 長 田 中 茂 博 

   上下水道部長 吉 川 正 隆     消 防 長 岩 井 利 光 

   会 計 管 理 者 邨 田 康 司 

 

５．職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長 寺 田   馨     書 記 西 川 雅 大 

   書 記 山 岡   晋     書 記 谷 口 亜 耶 

 

６．会議録署名議員      ２番 内 野 悦 子   13番 下 村 正 樹 

 

７．議事日程 

日程第１ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

追加日程第１ 議会改革特別委員会の設置について
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      開 会 午前１０時００分 

西川議長 ただいまの出席議員は15名で、定足数に達しております。ただいまより平成25年第２回葛

城市議会臨時会２日目の会議を開きます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

      休 憩 午前１０時０１分 

      再 開 午前１１時３５分 

西川議長 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

 先ほどの休憩中に議会運営委員会が開催され、特別委員会の設置について協議いただいて

おりますので、会議の概要について運営委員長よりご報告を願います。 

 12番、赤井佐太郎君。 

赤井議会運営委員長 特別委員会の設置について、先ほど議会運営委員会を開催し、諸事項について

協議いたしておりますので、その結果についてご報告いたします。 

 委員会では、昨日事務局より説明のあった、これまでの特別委員会の設置状況、また特別

委員会の設置に対する理事者からの意見を踏まえ、特別委員会の設置について引き続き協議

をいたしました。 

 その結果、本日は、議会改革特別委員会につきましては８名の委員定数をもって設置する

ことになりました。また、行財政改革に関する事項、尺土駅前周辺整備事業に関する事項、

地域循環型社会形成推進事業及びエネルギー回収施設整備事業に関する事項については、所

管の各常任委員会協議会におきまして、理事者の意見も聞きながら協議願い、その意見を踏

まえて、今後、議会改革特別委員会で協議し、結論を出すことに決定いたしました。 

 なお、議会改革特別委員会の設置についての議事日程につきましては、本臨時会におきま

して、この後直ちに本日の日程に追加していただき、追加日程第１として議長発議により審

議を願います。 

 以上、簡単ではございますが報告といたします。皆様のご理解をよろしくお願いいたしま

す。 

西川議長 お諮りいたします。 

 特別委員会の設置については、ただいまの運営委員長からの報告のとおり、お手元に配付

いたしております議事日程（第２号の追加１）を日程に追加し、直ちに審議を行うことにし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、特別委員会の設置については議事日程（第２号の追加１）

を日程に追加し、直ちに審議することに決定いたしました。 

 追加日程第１、議会改革特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議会基本条例の制定に向け、市民の代表機関としての議会の役割を見直し、その責務を明
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確にしながら、適正な定数、議員報酬等の検討を初め、議会活動の活性化を図ることを目的

とした調査研究を推進するため、８名の委員をもって構成する議会改革特別委員会を委員会

条例第５条第１項の規定により設置し、これに付託の上、必要と認められる期間、議会の閉

会中も継続して調査及び審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、議会基本条例の制定に向けた調査研究及び提案に関する

事項について慎重に調査検討するため、８名の委員をもって構成する議会改革特別委員会を

設置し、これに付託の上、必要と認められる期間、議会の閉会中も継続して調査及び審査す

ることに決定いたしました。 

 ただいま設置されました議会改革特別委員会の委員の選任については、委員会条例第６条

第１項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり、議長において指名いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

      休 憩 午前１１時４０分 

      再 開 午後 ０時００分 

西川議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど設置されました議会改革特別委員会の委員長及び副委員長につきましては、委員会

条例第８条第１項の規定により、各特別委員会において互選することと規定されております

ので、互選されました特別委員会の委員長及び副委員長をご報告申し上げます。 

 議会改革特別委員会、委員長、西井覚君、同じく副委員長、岡本 司君。 

 以上でございます。 

 最後に、日程第１、議会運営委員会の閉会中の継続審査について議題といたします。 

 議会運営委員長から、お手元に配付の閉会中の継続審査申出書のとおり、葛城市議会会議

規則第111条の規定により、閉会中の継続審査の申出書が提出されました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、申出書に記載の事項について閉会中の継続審査とすること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

西川議長 ご異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とする

ことに決定いたしました。 

 以上で本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

 議員各位におかれましては、昨日から２日間にわたりまして、正副議長を初めとする役員

構成をお決めいただき、まことにありがとうございました。これからの議会運営につきまし

ても、引き続きご理解、ご協力賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 市長。 

山下市長 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 昨日開会となりました平成25年第２回葛城市議会臨時会も、本日をもちまして閉会となっ
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たところでございます。西川議長を初め、議会の役員構成も決められたわけでございますけ

れども、今後とも議員各位におかれましては、なお一層のご支援、ご指導賜りますようにお

願いを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

西川議長 これをもちまして平成25年第２回葛城市議会臨時会を閉会いたします。 

      閉 会 午後０時０３分 

 

 

会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

           臨 時 議 長       赤 井 佐太郎 

 

 

           議 会 議 長       西 川 弥三郎 

 

 

           署 名 議 員       内 野 悦 子 

  

 

           署 名 議 員       下 村 正 樹 


